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し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 
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膚
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一 

 



 

 

二 

衆
議
院
議
員
平
田
米
男
君
提
出
ア
ト
ピ
ー
性
皮
膚
炎
治
療
に
よ
る
ス
テ
ロ
イ
ド
剤
の
副
作
用
と
被
害
に
関
す
る 

質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

ア
ト
ピ
ー
性
皮
膚
炎
は
、
慢
性
に
経
過
す
る
か
ゆ
み
の
強
い
湿
疹し

ん

を
主
た
る
症
状
と
す
る
疾
病
で
あ
り
、
そ
の
発
症
機
序

等
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
場
合
、
ア
レ
ル
ギ
ー
体
質
等
の
ア
ト
ピ
ー
素
因
が
存
在
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
現
時
点
に
お

い
て
は
不
明
な
点
が
多
い
。 

厚
生
省
に
お
い
て
は
、
平
成
四
年
度
か
ら
平
成
六
年
度
ま
で
の
「
ア
レ
ル
ギ
ー
総
合
研
究
事
業
」
並
び
に
平
成
七
年
度
及

び
平
成
八
年
度
の
「
長
期
慢
性
疾
患
総
合
研
究
事
業
」
に
お
い
て
ア
ト
ピ
ー
性
皮
膚
炎
研
究
班
及
び
疫
学
研
究
班
を
設
置 

 

し
、
実
態
の
把
握
、
病
因
及
び
病
態
の
解
明
並
び
に
治
療
法
の
開
発
に
努
め
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
平
成
九
年
度
に
お
い

て
は
、
「
免
疫
・
ア
レ
ル
ギ
ー
等
研
究
事
業
」
に
お
い
て
研
究
班
を
設
置
し
て
引
き
続
き
実
態
の
把
握
等
に
努
め
る
こ
と
と 

 

し
て
い
る
。 

厚
生
省
の
疫
学
研
究
班
が
「
ア
レ
ル
ギ
ー
総
合
研
究
事
業
」
に
お
い
て
実
施
し
た
ア
レ
ル
ギ
ー
疾
患
の
全
国
疫
学
調
査 

（
以
下
「
全
国
疫
学
調
査
」
と
い
う
。
）
に
よ
れ
ば
、
ア
ト
ピ
ー
性
皮
膚
炎
は
増
加
の
傾
向
に
あ
り
、
平
成
六
年
度
に
お
け 



 

四
に
つ
い
て 

三
に
つ
い
て 

二
に
つ
い
て 

ア
ト
ピ
ー
性
皮
膚
炎
は
、
一
般
に
乳
幼
児
期
に
始
ま
り
、
そ
の
多
く
は
成
長
と
と
も
に
治
癒
す
る
が
、
思
春
期
ま
で
遷
延

す
る
も
の
も
あ
り
、
最
近
で
は
成
人
の
難
治
症
例
が
増
加
し
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
全
国
疫
学
調
査
に
よ
れ
ば
、
成
人

の
ア
ト
ピ
ー
性
皮
膚
炎
の
有
病
率
は
七
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
り
、
ま
た
、
平
成
五
年
十
月
に
お
け
る
厚
生
省
の
患
者
調
査

に
よ
れ
ば
、
調
査
期
日
に
ア
ト
ピ
ー
性
皮
膚
炎
及
び
関
連
病
態
に
よ
り
医
療
機
関
を
受
診
し
た
患
者
数
は
、
全
国
で
約
三
万

三
千
人
と
推
計
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
二
十
歳
以
上
の
者
は
約
一
万
一
千
人
で
あ
る
。 

御
指
摘
の
患
者
団
体
を
通
じ
た
調
査
に
つ
い
て
は
、
患
者
団
体
は
、
成
人
の
ア
ト
ピ
ー
性
皮
膚
炎
の
実
態
把
握
に
関
す
る

疫
学
的
な
調
査
の
対
象
集
団
と
し
て
は
適
当
で
な
い
と
考
え
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
た
め
、
現
在
の
と
こ
ろ
実
施
す
る
予
定
は

な
い
。 

る
有
病
率
（
調
査
時
点
に
お
い
て
疾
病
を
有
す
る
者
の
割
合
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
小
児
（
中
学
生
以
下
の
者
を
い 

 
う
。
）
十
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
及
び
成
人
（
小
児
以
外
の
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
七
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。 

三 

 



 

五
に
つ
い
て 

六
及
び
八
に
つ
い
て 

難
治
性
ア
ト
ピ
ー
と
ス
テ
ロ
イ
ド
外
用
剤
の
長
期
連
用
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
に
関
し
て
厚
生
省
の
ア
ト
ピ
ー
性
皮

膚
炎
研
究
班
が
行
っ
た
研
究
報
告
に
お
い
て
は
、
顔
面
へ
の
ス
テ
ロ
イ
ド
外
用
剤
の
長
期
連
用
の
危
険
性
と
そ
の
中
止
に
よ

る
重
症
化
を
指
摘
す
る
も
の
（
平
成
六
年
度
）
、
ス
テ
ロ
イ
ド
外
用
剤
は
適
切
に
使
用
す
れ
ば
皮
膚
萎
縮
等
の
副
作
用
は
回 

避
で
き
る
可
能
性
が
高
い
と
す
る
も
の
（
平
成
七
年
度
）
、
こ
れ
ま
で
ス
テ
ロ
イ
ド
外
用
剤
に
よ
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て 

い
た
症
状
の
う
ち
い
く
つ
か
は
そ
の
可
能
性
が
否
定
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
と
す
る
も
の
（
平
成
八
年
度
）
等
が
あ
り
、

い
ま
だ
そ
の
評
価
は
定
ま
っ
て
い
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。 

医
薬
品
に
よ
る
副
作
用
に
つ
い
て
は
、
薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
六
十
九
条
又
は
第
七
十
七
条

の
四
の
二
の
規
定
に
基
づ
く
医
薬
品
製
造
業
者
、
輸
入
販
売
業
者
等
か
ら
の
報
告
及
び
医
療
機
関
か
ら
の
報
告
に
よ
り
把
握

し
て
い
る
。
御
指
摘
の
ア
ト
ピ
ー
性
皮
膚
炎
の
治
療
に
用
い
ら
れ
た
ス
テ
ロ
イ
ド
外
用
剤
の
副
作
用
に
つ
い
て
は
、
医
薬
品

及
び
疾
病
を
特
定
し
て
検
索
で
き
る
平
成
六
年
九
月
以
降
の
報
告
に
つ
い
て
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
九
件
の
報
告
が
行
わ
れ
て

い
る
。 

四 

 



 

し
か
し
な
が
ら
、
適
正
な
使
用
を
確
保
す
る
た
め
、
ス
テ
ロ
イ
ド
外
用
剤
の
う
ち
医
療
用
医
薬
品
に
つ
い
て
は
、
「
精
神 

 

神
経
用
剤
等
の
使
用
上
の
注
意
事
項
に
つ
い
て
」
（
昭
和
五
十
二
年
七
月
六
日
付
け
薬
発
第
六
百
三
十
八
号
薬
務
局
長
通 

知
）
に
基
づ
き
、
従
来
か
ら
添
付
文
書
の
使
用
上
の
注
意
事
項
の
欄
（
以
下
「
注
意
事
項
の
欄
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
長 

 
 

期
連
用
に
つ
い
て
の
注
意
喚
起
を
行
う
と
と
も
に
、
医
師
が
患
者
の
症
状
等
に
応
じ
て
そ
の
経
過
を
観
察
し
な
が
ら
使
用
期

間
を
判
断
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

御
指
摘
の
ス
テ
ロ
イ
ド
外
用
剤
を
始
め
医
薬
品
に
つ
い
て
は
、
一
般
に
、
薬
事
法
第
十
四
条
第
一
項
（
同
法
第
二
十
三
条

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
承
認
さ
れ
た
内
容
に
従
い
、
患
者
の
症
状
等
に
応
じ
、
医
療
上
の 

 

必
要
が
あ
る
場
合
に
使
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
御
指
摘
の
よ
う
に
ス
テ
ロ
イ
ド
外
用
剤
の
長
期
連
用
を
禁
止
す
る
よ
う
な

措
置
を
採
る
こ
と
は
適
当
で
な
い
と
考
え
る
。 

ス
テ
ロ
イ
ド
外
用
剤
の
う
ち
一
般
用
医
薬
品
に
つ
い
て
は
、
「
一
般
用
医
薬
品
の
使
用
上
の
注
意
記
載
要
領
に
つ
い
て
」 

（
昭
和
五
十
二
年
八
月
十
日
付
け
薬
発
第
八
百
四
十
号
薬
務
局
長
通
知
）
に
基
づ
き
、
従
来
か
ら
一
定
期
間
使
用
し
て
も
症

状
の
改
善
が
見
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
使
用
を
中
止
し
、
医
師
、
薬
剤
師
等
に
相
談
す
べ
き
こ
と
が
注
意
事
項
の
欄
に
記
載

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
一
定
量
以
上
の
副
腎
皮
質
ホ
ル
モ
ン
を
含
有
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
製
造
業
者
に
お
い
て
長
期
連 

五 

 



 

七
に
つ
い
て 

御
指
摘
の
薬
局
及
び
薬
店
に
お
け
る
医
薬
品
の
販
売
に
つ
い
て
は
、
「
薬
局
業
務
運
営
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
（
平
成
五
年
四 

 

月
三
十
日
付
け
薬
発
第
四
百
八
号
薬
務
局
長
通
知
）
を
定
め
、
薬
局
に
お
い
て
適
切
な
服
薬
指
導
を
行
う
よ
う
指
導
し
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
、
薬
事
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
百
四
号
）
に
お
い
て
、
薬
事
法
に
第

七
十
七
条
の
三
第
四
項
の
規
定
が
追
加
さ
れ
、
医
薬
品
を
一
般
に
購
入
す
る
者
又
は
使
用
す
る
者
に
対
し
医
薬
品
の
適
正
な

使
用
の
た
め
に
必
要
な
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
が
、
薬
局
開
設
者
及
び
医
薬
品
の
販
売
業
者
の
努
力
義
務
と
さ
れ
た
た
め
、

こ
れ
に
基
づ
い
て
、
こ
れ
ら
の
者
に
対
し
て
、
必
要
に
応
じ
て
添
付
文
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
等
を
分
か
り
や
す
く
説
明
す

る
こ
と
等
に
つ
い
て
指
導
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

適
正
な
使
用
目
的
で
適
正
に
使
用
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
生
じ
た
医
薬
品
の
副
作
用
に
よ
る
健
康
被
害
に
つ
い
て
は
、

医
薬
品
副
作
用
被
害
救
済
制
度
の
対
象
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
御
指
摘
の
ス
テ
ロ
イ
ド
外
用
剤
の
副
作
用
に
よ
る
健
康
被
害

に
つ
い
て
も
、
そ
の
健
康
被
害
が
医
薬
品
副
作
用
被
害
救
済
・
研
究
振
興
調
査
機
構
法
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
五
十
五 

 

号
）
第
二
十
八
条
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
要
件
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
同
条
第
二
項
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除 

用
を
し
な
い
旨
を
注
意
事
項
の
欄
に
記
載
す
る
対
応
が
採
ら
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。 

六 

 



 

 

七 

き
、
同
法
に
基
づ
く
救
済
給
付
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。 

九
に
つ
い
て 

ス
テ
ロ
イ
ド
外
用
剤
を
使
用
し
な
い
ア
ト
ピ
ー
性
皮
膚
炎
の
治
療
法
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
、
「
長
期
慢
性
疾 

患
総
合
研
究
事
業
」
の
中
で
、
移
植
免
疫
抑
制
薬
の
外
用
、
海
洋
深
層
水
療
法
、
難
治
化
し
た
場
合
に
お
け
る
ソ
ラ
レ
ン
長

波
長
紫
外
線
治
療
（
Ｐ
Ｕ
Ｖ
Ａ
療
法
）
等
の
有
効
性
に
つ
い
て
実
施
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
平
成
九
年
度
に
実
施
す
る

「
免
疫
・
ア
レ
ル
ギ
ー
等
研
究
事
業
」
に
お
い
て
も
引
き
続
き
こ
れ
ら
の
治
療
法
の
研
究
を
推
進
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い

る
。 


